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【手続補正書】
【提出日】平成23年3月29日(2011.3.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　従って、本発明は、０．１～１０質量％の樹脂硬化物が混在していて、黒色顔料もしく
は有彩色顔料を含有する再生対象の熱可塑性樹脂製品粉砕物に、有彩色顔料である光遮蔽
性顔料を該熱可塑性樹脂製品粉砕物１００質量部に対して０．０１～２０質量部添加し、
加熱溶融して加熱溶融物を調製する工程、そして該加熱溶融物を固形粒状物に変換する工
程を含む再生樹脂粒状物の製造方法にある。
　本発明はまた、０．１～１０質量％の樹脂硬化物が混在していて、黒色顔料もしくは有
彩色顔料を含有する再生対象の熱可塑性樹脂製品粉砕物に、有彩色顔料である光遮蔽性顔
料を該熱可塑性樹脂製品粉砕物１００質量部に対して０．０１～２０質量部添加し、加熱
溶融することを特徴とする再生樹脂組成物加熱溶融物の製造方法にもある。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　０．１～１０質量％の樹脂硬化物が混在していて、黒色顔料もしくは有彩色顔料を含有
する再生対象の熱可塑性樹脂製品粉砕物に、有彩色顔料である光遮蔽性顔料を該熱可塑性
樹脂製品粉砕物１００質量部に対して０．０１～２０質量部添加し、加熱溶融して加熱溶
融物を調製する工程、そして該加熱溶融物を固形粒状物に変換する工程を含む再生樹脂粒
状物の製造方法。
【請求項２】
　有彩色顔料がチタンイエロー、フタロシアニンブルー、またはキナクリドンレッドを含
む請求項１に記載の再生樹脂粒状物の製造方法。
【請求項３】
　光遮蔽性顔料の熱可塑性樹脂製品粉砕物への添加量が該熱可塑性樹脂製品粉砕物１００
質量部に対して０．０５～１５質量部である請求項１もしくは２に記載の再生樹脂粒状物



(2) JP 2009-235419 A5 2011.5.12

の製造方法。
【請求項４】
　光遮蔽性顔料の熱可塑性樹脂製品粉砕物への添加量が該熱可塑性樹脂製品粉砕物１００
質量部に対して０．２～１２質量部である請求項３に記載の再生樹脂粒状物の製造方法。
【請求項５】
　光遮蔽性顔料の熱可塑性樹脂製品粉砕物への添加量が該熱可塑性樹脂製品粉砕物１００
質量部に対して０．２５～１０質量部である請求項４に記載の再生樹脂粒状物の製造方法
。
【請求項６】
　熱可塑性樹脂製品粉砕物が樹脂成分とエラストマー成分とを含み、該熱可塑性樹脂製品
粉砕物が、上記樹脂成分とエラストマー成分との合計量１００質量部に対して２質量部以
下の黒色顔料および１．５質量部以下の有彩色顔料を含む請求項１乃至５のうちの何れか
の項に記載の再生樹脂粒状物の製造方法。
【請求項７】
　再生対象の熱可塑性樹脂製品粉砕物にさらに熱可塑性樹脂を添加する請求項１乃至６の
うちの何れかの項に記載の再生樹脂粒状物の製造方法。
【請求項８】
　再生対象の熱可塑性樹脂製品粉砕物にさらにエラストマーを添加する請求項７に記載の
再生樹脂粒状物の製造方法。
【請求項９】
　請求項１乃至８のうちの何れかの項に記載の方法で製造した再生樹脂粒状物。
【請求項１０】
　請求項９に記載の再生樹脂粒状物を加熱溶融したのち、成形することからなる樹脂成形
物の製造方法。
【請求項１１】
　０．１～１０質量％の樹脂硬化物が混在していて、黒色顔料もしくは有彩色顔料を含有
する再生対象の熱可塑性樹脂製品粉砕物に、有彩色顔料である光遮蔽性顔料を該熱可塑性
樹脂製品粉砕物１００質量部に対して０．０１～２０質量部添加し、加熱溶融することを
特徴とする再生樹脂組成物加熱溶融物の製造方法。
【請求項１２】
　有彩色顔料がチタンイエロー、フタロシアニンブルー、またはキナクリドンレッドを含
む請求項１１に記載の再生樹脂組成物加熱溶融物の製造方法。
【請求項１３】
　光遮蔽性顔料の熱可塑性樹脂製品粉砕物への添加量が該熱可塑性樹脂製品粉砕物１００
質量部に対して０．０５～１５質量部である請求項１１もしくは１２に記載の再生樹脂組
成物加熱溶融物の製造方法。
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